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自動車技術総合機構からのお知らせ 
～秩序維持のための遵守事項について～ 

 

 

自動車機構の敷地等において、秩序を維持する観点から、受検者等の方は次の

事項を遵守してください。 

遵守しない場合は、必要に応じて、公務執行妨害行為や不退去罪等として警察

へ通報するなどの、厳正な措置を行います。 

① 検査担当者等に対し、暴力、暴言、脅迫、威迫、不当な要求等の行為をしないこと。 
② 検査担当者等に対し、合格、説明及び検査の強要をしないこと。 
③ 検査機器、検査設備等を損傷させ又は破壊しないこと。 
④ 敷地等において、座り込み、立ちふさがり又は自動車並びに物品の放置その他の迷惑

行為をしないこと。 
⑤ 受検車両の運転者（1 名に限る。）以外の者は、検査担当者等の許可なく検査コース

に立ち入らないこと。 
⑥ 敷地等において、検査担当者等の許可なく自動車を 4km/h を超える速度で運行しな

いこと。また、急発進や急停止をしないこと。 
⑦ 検査担当者等の許可なく敷地等において、指示された経路以外で自動車を運行しな

いこと。 
⑧ 検査担当者等の許可なく受検車両以外の自動車を検査コースに入場させないこと。 
⑨ 敷地等において、自動車の整備等をしないこと。 
⑩ 検査担当者の許可なく検査機器、検査設備等を使用しないこと。 
⑪ 凶器、爆発物等の危険物（自動車の燃料タンク内にある燃料を除く。）、旗、のぼり、プ

ラカード類を敷地等に持ち込まないこと。 
⑫ 検査担当者の許可なく、拡声器等の放送設備を使用し、騒音を発しないこと。 
⑬ 現車審査中の検査担当者又は事前書面審査の窓口担当者に対して、検査担当者

等の許可なく、自身が現に受検又は届出している車両に関すること以外の内容につい
て話しかけないこと。 

⑭ 相談等について、検査担当者等から場所や日時などを指定された場合にはその指示
に従うこと。 

⑮ 他の受検車両の状態や他の受検者等の相談等に対し、干渉しないこと。 
⑯ 検査担当者の許可なく審査中又は敷地等に所在している間は、携帯電話及び受検

車両の検査に関係ない電子機器類は操作及び使用しないこと。 
⑰ 審査中又は敷地等に所在している間は、喫煙しないこと。 
⑱ 検査担当者の許可なく敷地等の撮影、録画又は録音をしないこと。 
⑲ 検査担当者等が審査業務を的確で厳正かつ公正に実施するために必要な事項につ

いて指示をした場合は従うこと。 
⑳ その他審査業務上又は敷地等の管理上の支障となる行為をしないこと。 

第四章　独立行政法人自動車技術総合機構関係

- 112 -



自動車技術総合機構からのお知らせ 
～検査実施のための遵守事項について～ 

 

自動車機構の敷地等において、的確で厳正かつ公正な検査を実施する観点から、

受検者等の方は次の事項の遵守をお願いします。 

遵守しない場合は、審査を中断します。また、必要に応じて、警察へ通報するなど

の厳正な措置を行うことがあります。 
① 受検車両については次に掲げる状態とすること。 

ア 泥、雪等の付着がなく、装置等の確認ができる状態 
イ 汚れ等の付着がなく、車台番号及び原動機の型式の打刻等が確認できる状態 
ウ 排気管にプローブが挿入できる状態 
エ 荷台等に物品等が積載されていない状態 
オ 座席、座席ベルト、非常信号用具及び消火器等が確認できる状態 
カ 窓ガラスが取外されていない状態 
キ 全ての車輪のホイールキャップ又はセンターキャップを取外した状態 
ク 灯火器等に装着されているカバー等を取外した状態 
ケ 走行距離計は総走行距離（オドメータ）を表示した状態 
コ エンジンルーム内の審査を行う際には、原動機を停止し、ボンネット（フード）を開け又はキャビンを上げて支持棒等により

保持した状態 
サ 窓ガラスの審査を行う際には、窓ガラスを閉じた状態 
シ 寸法及び重量を計測する場合にあっては、スペアタイヤ、予備部品、工具その他の携帯物品を取外した空車状態 
ス 脱着式スタンション型のセミトレーラにあっては、必要本数のスタンションを装着した状態 
セ 軽油を燃料とする自動車にあっては、アクセルペダルのストッパボルト又はアクセルワイヤの改造等により当該原動機の最

高回転数を一時的に低下させていない状態 
ソ 専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車であって積載物の飛散を防止するための装置を装着している場合には、次に掲

げる状態（審査事務規程 7-6-1(1)④に定める安定性の審査を除く。） 
（ｱ） 積載物の飛散を防止するための装置を固定するための金具等を備えている場合には、固定させた状態 
（ｲ） 積載物の飛散を防止するための装置が電力によって作動し、かつ、任意の位置で停止させることができる場合に

は、垂直位置又は垂直位置より荷台内側へ傾斜している位置で停止させた状態 
（ｳ） （ｱ）又は（ｲ）に該当しない積載物の飛散を防止するための装置にあっては、荷台内側方向に格納させた状態 

② 受検車両の検査コース又は審査場所について、検査担当者からの指示があった場合にはその指示に従うこと。 
③ 受検中は自動車検査票を保持すること。 
④ 検査担当者からの指示により、警音器、方向指示器等灯火器又は窓ふき器等を作動させること。また、指示がある場合以

外はこれら装置を作動させないこと。 
⑤ 検査機器の表示器による表示又は検査担当者からの指示により、原動機の始動及び停止（ハイブリッド自動車、アイドリン

グストップ機構付自動車にあっては整備モードへの移行等によるアイドリング状態の維持を含む。）を行うこと。 
⑥ 排気管に一酸化炭素・炭化水素測定器のプローブを入れたまま、原動機の始動又は原動機回転数の上昇を行わないこ

と。 
⑦ 受検車両の構造・装置に応じ検査機器の申告ボタンの操作を行うこと。 
⑧ 検査コース内における受検車両の移動、停止位置での停車を行うこと。 
⑨ 検査機器の表示器による表示又は検査担当者の指示に応じテスタ等への乗り入れ、脱出及び前照灯の点灯操作等を行

うこと。 
⑩ 記録器のある検査コースにおいては記録器による検査結果の記録を行うこと。 
⑪ 検査コースでの審査が終了又は中断したときは、個別の審査結果にかかわらず、その都度、総合判定室に立ち寄ること。ま

た、総合判定を受けたあとは自動車検査票を運輸支局等の窓口に提出すること。 
⑫ 検査担当者がエア・クリーナのカバーの取外しを指示した場合は、当該カバーを取外すこと。 
⑬ 3 次元測定・画像取得装置を使用して画像の撮影及び諸元測定を行っている場合は、受検車両以外の写り込みを防ぐた

め受検車両の近傍に近寄らないこと。 
⑭ 検査担当者からの指示により、牽引自動車と被牽引自動車を連結又は分離すること。 
⑮ ハイブリッド自動車、アイドリングストップ機構付自動車の場合、排気ガス検査の際には、整備モードへの移行等によりアイド

リング状態を維持すること。 
⑯ トラクションコントロール装置、横滑り防止装置、坂道発進補助装置等の装置を装着している場合、検査コースに進入する

前に当該装置の作動状態を確認するとともに、必要に応じその機能を解除すること。 
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で
の
検
査

に
も
対
応
可
能
な
構
成
を

検
討
中

・
特
定
D
T
C
照
会
ア
プ
リ
（
処
理
部
）

専 用 回 線 （ Ｖ Ｐ Ｎ ）

整
備
工
場

検
査
用
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル

無
線
L
A
N

・
特
定
D
T
C
照
会
ア
プ
リ

無
線
通
信

有
線
通
信

イ ン タ ー ネ ッ ト 回 線

１
．
O
B
D
検
査
の
概
要
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V
C
I※

（
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
）

O
B
D
検
査
用
端
末

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

U
S
B

V
C
I

ド
ラ
イ
バ

通
信
制
御

ミ
ド
ル
ウ
ェ
ア

O
B
D
検
査
用
サ
ー
バ

ク
ラ
ウ
ド
環
境

モ
バ
イ
ル
ル
ー
タ
等

事
業
者

登
録
機
能

合
否
判
定

機
能

特
定
D
T
C

照
会
ア
プ
リ

W
E
B

ブ
ラ
ウ
ザ

登
録
業
務
用
端
末

W
E
B

ブ
ラ
ウ
ザ

２
．
O
B
D
検
査
の
シ
ス
テ
ム
構
成

2

事
業

場
ID

申
請

、
利

用
者

登
録

・管
理

※
 P

C
（
端

末
）は

登
録

業
務

用
と

O
B

D
検

査
用

の
端

末
を

兼
用

す
る

こ
と

が
可

能

O
B

D
検

査

※
パ
ソ
コ
ン
と
車
両
の
間
の
通
信
を
中
継
す
る
装
置
。
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル
の
一
部
。
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３
．
O
B
D
検
査
の
導
入
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

Q
1
Q
2
Q
3
Q
4
Q
1
Q
2
Q
3
Q
4
Q
1

Q
2
Q
3
Q
4
Q
1
Q
2
Q
3
Q
4
Q
1
Q
2
Q
3
Q
4

マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン

O
B
D

検
査
業
務

国
産
車

輸
入
車

O
B
D
情
報
管
理
業
務

プ
レ
テ
ス
ト

O
B
D
検
査

シ
ス
テ
ム

O
B
D
検
査

用
サ
ー
バ

ス
キ
ャ
ン

ツ
ー
ル

特
定
D
T
C

照
会
ア
プ
リ

検
査
体
制

検
査
場

整
備
工
場

運
用
管
理

体
制

運
用
管
理

セ
ン
タ
ー

コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー

プ
レ
運
用

本
格
運
用

プ
レ
運
用

本
格
運
用

審
査
用
技
術
情
報
の
管
理

開
発

運
用
・
保
守

プ
レ
運
用
準
備

(配
備
含
む
)

プ
レ
運
用
準
備

(配
布
含
む
)

研
修

研
修
準
備

周
知

特
定
D
T
C
情
報
管
理
業
務
開
始
手
数
料
徴
収
開
始
・

運
用
管
理
セ
ン
タ
ー
の
運
用
開
始
（
2
0
2
1
/1
0
)

▼

O
B
D
検
査
プ
レ
運
用
開
始

(2
0
2
3
/1
0
)

▼

合
否
判
定
開
始
(国

産
車
)

(2
0
2
4
/1
0
)

▼

合
否
判
定
開
始
(輸

入
車
)

(2
0
2
5
/1
0
)

▼

運
用
・
保
守

【
凡
例
】

：
O
B
D
検
査
に
向
け
た
準
備
業
務

：
O
B
D
検
査
の
運
用
に
か
か
る
業
務

問
い
合
わ
せ
対
応
（
電
話
・
メ
ー
ル
、
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
）

運
用

シ
ス
テ
ム
リ
リ
ー
ス

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
運
用
開
始

（
2
0
2
3
/0
4
)

▼

１
R
開
発

登
録

ﾌ
ﾟ
ﾚ
ﾃ
ｽ
ﾄ
結
果
と
り
ま
と
め

①
令

和
４

年
９

月
～

Ｏ
Ｂ

Ｄ
シ

ス
テ

ム
登

録
の

周
知

②
令

和
５

年
４

月
～

Ｏ
Ｂ

Ｄ
シ

ス
テ

ム
登

録
の

開
始

プ
レ
運
用

本
格
運
用

④
令

和
６

年
1
0
月

～
Ｏ

Ｂ
Ｄ

検
査

本
格

運
用

③
令

和
５

年
1
0
月

～
Ｏ

Ｂ
Ｄ

検
査

プ
レ

運
用

3
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O
B
D

検
査

に
必

要
な

機
器

等
の

準
備


令

和
３

年
10

月
、

「
指

定
自

動
車

整
備

事
業

規
則

」
等

が
改

正
さ

れ
、

指
定

自
動

車
整

備
事

業
者

等
に

、
新

た
に

電
子

的
な

検
査

を
行

う
た

め
の

機
器

（
検

査
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
）を

備
え

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

が
義

務
化

さ
れ

ま
し

た
。


ま

た
、

同
月

に
「
自

動
車

検
査

用
機

械
器

具
に

係
る

国
土

交
通

大
臣

の
定

め
る

技
術

上
の

基
準

」
が

改
正

さ
れ

、
指

定
自

動
車

整
備

事
業

者
等

に
て

備
え

る
べ

き
検

査
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
の

技
術

基
準

を
定

め
ら

れ
ま

し
た

。


令

和
４

年
６

月
、

「
自

動
車

検
査

用
機

械
器

具
の

基
準

適
合

性
試

験
要

領
（
通

達
）
」
が

改
正

さ
れ

、
当

該
通

達
に

基
づ

い
て

認
定

を
受

け
た

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

が
、

O
B

D
検

査
に

使
用

で
き

る
こ

と
が

定
め

ら
れ

ま
し

た
。


今

後
、

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
メ

ー
カ

ー
か

ら
、

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

の
開

発
や

基
準

適
合

性
の

要
件

確
認

が
行

わ
れ

、
検

査
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
と

し
て

認
定

さ
れ

る
予

定
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。

【
参

考
】
検

査
用

ス
キ

ャ
ン

ツ
ー

ル
の

準
備

状
況

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

Ｐ
Ｃ

・
タ

ブ
レ

ッ
ト

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
環

境

※
W
in
d
o
w
s1
0

4

必
要

に
応

じ
て

▲
Q
R
コ

ー
ド

リ
ー

ダ
ー

▲
IC

タ
グ

リ
ー

ダ
ー

※
特

定
D
TC

照
会

ア
プ

リ【
Ｏ

Ｂ
Ｄ

シ
ス

テ
ム

登
録

の
開

始
（
令

和
５

年
４

月
～

）
】

３
．
O
B
D
検
査
の
導
入
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

※
車

検
証

読
取

用
。

手
入

力
も

可
。
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事
業
場
の
認
証
・
指
定
（
国
へ
の
申
請
）

事
業
場
ID
申
請
（
自
動
車
機
構
へ
の
申
請
）

利
用
者
（
工
員
・
検
査
員
等
）
登
録
・
管
理

特
定
D
T
C
照
会
ア
プ
リ
イ
ン
ス
ト
ー
ル

事
前

準
備

（令
和

５
年

４
月

～
）

受
入
点
検

整
備

完
成
検
査

検
査

用
ス

キ
ャ

ン
ツ

ー
ル

で
O

B
D

検
査

・
確

認
を

実
施

す
る

た
め

に
は

、
国

に
よ

る
認

証
を

受
け

て
い

る
事

業
場

で
あ

る
こ

と
を

前
提

に
、

事
前

準
備

と
し

て
O

B
D

検
査

シ
ス

テ
ム

の
利

用
の

た
め

に
認

証
番

号
（
指

定
事

業
者

の
場

合
は

指
定

番
号

）
等

を
入

力
し

て
利

用
申

請
し

た
う

え
で

、
O

B
D

検
査

に
用

い
る

ア
プ

リ
（特

定
D

T
C

照
会

ア
プ

リ
）を

使
用

す
る

工
員

や
検

査
員

の
登

録
を

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

【
Ｏ

Ｂ
Ｄ

シ
ス

テ
ム

登
録

の
開

始
（
令

和
５

年
４

月
～

）
】

5

検
査

開
始

（令
和

６
年

10
月

～
）

プ
レ
運
用
（
令
和
５
年
1
0
月
～
６
年
９
月
）

３
．
O
B
D
検
査
の
導
入
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
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○
指

定
・認

証
工

場
は

、
Ｏ

Ｂ
Ｄ

検
査

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
た

め
に

、
令

和
５

年
４

月
以

降
に

、
専

用
ポ

ー
タ

ル
サ

イ
ト

か
ら

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
等

を
登

録
し

て
事

業
場

ID
登

録
の

申
請

受
付

を
開

始
し

ま
す

。

❶
申

請
受

付
メ

ー
ル

【
①

ポ
ー

タ
ル

サ
イ

ト
か

ら
事

業
場

ＩＤ
の

申
請

】

❷
申

請
完

了
メ

ー
ル

（初
回

ロ
グ

イ
ン

Ｕ
Ｒ

Ｌ
）

❸
ク

ラ
イ

ア
ン

ト
証

明
書

の
招

待
コ

ー
ド

【
②

ク
ラ

イ
ア

ン
ト

証
明

書
を

イ
ン

ス
ト

ー
ル

用
ツ

ー
ル

を
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
】

【
③

ク
ラ

イ
ア

ン
ト

証
明

書
を

イ
ン

ス
ト

ー
ル

】

【
④

Ｏ
Ｂ

Ｄ
検

査
シ

ス
テ

ム
へ

の
初

回
ロ

グ
イ

ン
】

指 定 ・ 認 証 工 場

OBD 検 査 シ ス テ ム 運 用 管 理 セ ン タ ー

【 シ ス テ ム の 初 回 ロ グ イ ン ま で の 流 れ （ 予 定 ） 】

6

【
Ｏ

Ｂ
Ｄ

シ
ス

テ
ム

登
録

の
開

始
（
令

和
５

年
４

月
～

）
】

３
．
O
B
D
検
査
の
導
入
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

Ｏ
Ｂ

Ｄ
検

査
ポ

ー
タ

ル
サ

イ
ト

試
作

中
画

面
イ

メ
ー

ジ
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7

４
．
O
B
D
検
査
の
導
入
に
向
け
て

1.
令

和
５

年
４

月
か

ら
Ｏ

Ｂ
Ｄ

検
査

シ
ス

テ
ム

が
リ

リ
ー

ス
※

さ
れ

ま
す

。

2.
Ｏ

Ｂ
Ｄ

検
査

シ
ス

テ
ム

に
は

利
用

者
登

録
等

の
準

備
が

必
要

で
す

。

3.
利

用
者

登
録

は
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

か
ら

の
申

請
が

必
要

で
す

。

4.
令

和
５

年
10

月
（
予

定
）か

ら
Ｏ

Ｂ
Ｄ

検
査

の
プ

レ
運

用
が

可
能

で
す

。

5.
令

和
６

年
10

月
か

ら
O

B
D

検
査

の
本

格
運

用
が

開
始

さ
れ

ま
す

。

整
備

事
業

者
の

皆
さ

ま
に

ご
確

認
い

た
だ

き
た

い
点

以
上

、
ご

理
解

ご
協

力
の

程
、

よ
ろ

し
く
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

※
リ

リ
ー

ス
が

近
く
な

り
ま

し
た

ら
、

改
め

て
正

式
な

ご
案

内
を

い
た

し
ま

す
。
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